
議案第７４号 

 

重複地番解消のための山地番の変更に伴う関係条例の整理に関する条例 

の制定について 

重複地番解消のための山地番の変更に伴う関係条例の整理に関する条例を次

のように定める。 

 

令和元年９月４日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

重複地番解消のための山地番の変更に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （山陽小野田市一般廃棄物処理施設設置条例の一部改正） 

第１条 山陽小野田市一般廃棄物処理施設設置条例（平成１７年山陽小野田市 

条例第１３０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表中「１１８６番地１」を「１１１８６番地１」に改める。 

 （山陽小野田市斎場条例の一部改正） 

第２条 山陽小野田市斎場条例（平成１７年山陽小野田市条例第１２４号） 

の一部を次のように改正する。 

  第２条の表中「２６番地５」を「１００２６番地５」に改める。 

（山陽小野田市墓地条例の一部改正） 

第３条 山陽小野田市墓地条例（平成１７年山陽小野田市条例第１２５号）  

の一部を次のように改正する。 

  第２条の表中「２６番１」を「１００２６番１」に、「１３７番５９」を

「１０１３７番５９」に、「１３７番６６」を「１０１３７番６６」に改め

る。 

 （山陽小野田市営住宅条例の一部改正）  

第４条 山陽小野田市営住宅条例（平成１７年山陽小野田市条例第１６５号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「１５５５番地ほか」を「１１５５５番地ほか」に改める。  



 

 （山陽小野田市公民館条例の一部改正）  

第５条 山陽小野田市公民館条例（平成１７年山陽小野田市条例第１８３号） 

の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中「２２７４番地の１」を「２２７４番地１」に、「２７５番 

地の２」を「２７５番地２」に、「５２５番地の１」を「５２５番地１」に、  

「３２２６番地の１１」を「３２２６番地１１」に、「１６０１番地の２０」 

を「１６０１番地２０」に改める。 

第６条 山陽小野田市公民館条例の一部を次のように改正する。  

  第２条の表中「１６０１番地２０」を「１１６０１番地２０」に改める。 

（山陽小野田市体育施設条例の一部改正） 

第７条 山陽小野田市体育施設条例（平成１７年山陽小野田市条例第１９２ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中「８４４番地３１」を「１０８４４番地３１」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和元年１１月８日から施行する。ただし、第５条の規定は、

公布の日から施行する。 
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議案第７４号参考資料 

山陽小野田市一般廃棄物処理施設設置条例新旧対照表（第１条関係） 

改 正 後 改 正 前  

 （名称及び位置） 

第２条 一般廃棄物処理施設の名称、位置及び区分は、次の

とおりとする。 

 （名称及び位置） 

第２条 一般廃棄物処理施設の名称、位置及び区分は、次のと 

おりとする。 

 

 

 名称 位置 区分   名称 位置 区分    

 (略) (略) (略)   (略) (略) (略)  

山陽小野田市山陽

処分場 

山陽小野田市大字埴生11186 

番地1 

最終処分場 山陽小野田市山陽 

処分場 

山陽小野田市大字埴生1186番 

地1 

最終処分場 

（略） （略） (略) （略） （略） (略) 
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山陽小野田市斎場条例新旧対照表（第２条関係） 

改 正 後 改 正 前  

 （設置） 

第２条 本市に斎場を設置し、その名称及び位置は、次のと

おりとする。 

 （設置） 

第２条 本市に斎場を設置し、その名称及び位置は、次のとお 

りとする。 

 

 

 名称 位置   名称 位置    

 山陽小野田市斎場 山陽小野田市大字厚狭10026番 

地5 

  山陽小野田市斎場 山陽小野田市大字厚狭26番地5  
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山陽小野田市墓地条例新旧対照表（第３条関係） 

改 正 後 改 正 前 

 （設置） 

第２条 本市に墓地を設置し、その名称及び位置は、次のと 

おりとする。 

 （設置） 

第２条 本市に墓地を設置し、その名称及び位置は、次のとお 

りとする。 

 名称 位置   名称 位置  

  (略)  (略)    (略)  (略)  

山陽小野田市東墓地公園 山陽小野田市大字厚狭10026番1 山陽小野田市東墓地公園 山陽小野田市大字厚狭26番1 

山陽小野田市南墓地公園 山陽小野田市大字津布田10137番 

59、10137番66、162番13、162番 

15及び162番16 

山陽小野田市南墓地公園 山陽小野田市大字津布田137番 

59、137番66、162番13、162番15 

及び162番16 
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山陽小野田市営住宅条例新旧対照表（第４条関係） 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条の２関係） 別表第１（第２条の２関係） 

 区分 名称 設置場所   区分 名称 設置場所  

  

市営 

住宅 

（略） （略）    （略） （略）  

萩原団地 山陽小野田市大字山野井11555 

番地ほか 

市営 

住宅 

萩原団地 山陽小野田市大字山野井1555番 

地ほか 

（略） （略） （略） （略） 

コミュ

ニティ  

住宅 

 

（略） 

 

（略） 

コミュ 

ニティ 

住宅 

 

（略） 

 

（略） 
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山陽小野田市公民館条例新旧対照表（第５条関係） 

改 正 後 改 正 前 

 （名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 （名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 (略) (略)   (略) (略)  

 山陽小野田市高泊公民館 山陽小野田市大字西高泊2274番 

地1 

  山陽小野田市高泊公民館 

 

山陽小野田市大字西高泊2274番 

地の1 

 

(略) (略) (略) (略) 

山陽小野田市本山公民館 山陽小野田市大字小野田275番 

地2 

山陽小野田市本山公民館 山陽小野田市大字小野田275番地 

の2 

(略) (略) (略) (略) 

山陽小野田市埴生公民館 山陽小野田市大字埴生525番地1 

 

山陽小野田市埴生公民館 山陽小野田市大字埴生525番地の 

1 

山陽小野田市厚陽公民館 山陽小野田市大字郡3226番地11 

 

  山陽小野田市厚陽公民館 山陽小野田市大字郡3226番地の 

11 

山陽小野田市出合公民館 山陽小野田市大字山野井1601番 

地20 

山陽小野田市出合公民館 山陽小野田市大字山野井1601番 

地の20 
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山陽小野田市公民館条例新旧対照表（第６条関係） 

改 正 後 改 正 前 

 （名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 （名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

  (略)  (略)    (略)  (略)  

山陽小野田市出合公民館 山陽小野田市大字山野井11601 

番地20 

山陽小野田市出合公民館 

 

山陽小野田市大字山野井1601番 

地20 
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山陽小野田市体育施設条例新旧対照表（第７条関係） 

改 正 後 改 正 前 

 （名称及び位置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 （設置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

  (略)  (略)   (略) (略)  

山陽小野田市岡石丸運動広

場 

山陽小野田市大字山川10844番 

地31 

山陽小野田市岡石丸運動広 

場 

山陽小野田市大字山川844番地31 

 

(略) (略) (略) (略) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


